
農業者（組合員） 土地改良区 再生協 国

（参考）土地改良区地区除外決済金等の支援フロー

６月末 畑地化を決定
※６月末までに別途、畑地化支援の活用を申請

土地改良区に対して、
・地区除外の申請（法第43条第１項）

・本支援を活用する意思(※）を申告
【5(1)】 ※再生協への支払委任含む。

地区除外の決定
（法第42条第２項、第66条）

７月～８月

地区除外決定の通知及び請求書の送付
※本支援の活用申告者に係る請求額は

再生協に情報提供

畑地化を希望

集計した必要額を国に申請【5(4)】

土地改良区決済金等支援事業の要望調査

土地改良区決済金等支援事業の要望調査

Ｒ５年12月

所要額仮確定

土地改良区に請求額を支払い【5(6)】

決済金等の受領・領収証の発行【5(7)】
※本支援の活用申告者に係る領収証は

その写しを再生協に情報提供

９月～12月

再生協に対して、
・請求額を再生協に申告【5(3)】

・土地改良区への支払いを委任【5(3)】

・対象者一覧表の提出【5(2)】
・関係規程等の情報提供

国へ支払完了報告【5(9)】

支払完了を確認

領収証の写しを再生協に提出【5(8)】

補正予算の措置Ｒ５年 秋

情報提供

※地域農業再生協議会は、畑地化支援を申請する予定の農業者について、申請予定のほ場が地域でおおむね団地化しているか等を別途確認することとなっています。
※本事業における補助金の申請・交付等については、都道府県・市町村を経由して実施する予定としています。
※【】は、畑地化促進事業実施要領（令和４年12月27日付け４農産第3482号農林水産省農産局長通知）別表２の５の各規定を指します。

地区除外に向けた準備
※必要に応じて、畑地化要望面積のうち、地区除外決済金
や畑地化協力金の要望面積について再生協から情報提供を

受ける 情報提供

要望調査とりまとめ
※必要に応じて、地区除外決済金の単価、

畑地化協力金の設定状況及び関係規程等について
改良区から情報提供を受ける。

Ｒ６年３月

申請内容の審査・交付決定・支払い
【5(5)】
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